
令和５年３月 

お客さま 各位 

平塚信用金庫 

 

お客さまのご依頼による取引明細検索可能期間の変更について 

 

日頃より、平塚信用金庫をお引き立ていただき誠にありがとうござ

います。 

 さて、当金庫では、令和５年４月３日より、お客さまのご依頼によ

る取引明細検索期間を、ご依頼日より過去１０年間とさせていただ

きます。 

 ご不便をお掛けすることとなりますが、ご理解を賜りますようお

願い申し上げますとともに、今後も一層のご愛顧をいただきますよ

う、重ねてお願い申し上げます。 

  

以上 

 

 


